
過
半
数
労
働
者
代
表
の
選
出
に
つ
い
て

時
間
外
・休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
（３
６
条
協
定
）、
１
年
単
位

の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
場
合
、
ま
た
就

業
規
則
の
作
成
変
更
時
の
意
見
聴
取
す
る
場
合
に
は
、
過
半
数
労

働
者
の
代
表
の
署
名
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
問
題
と
な

る
の
が
、
過
半
数
労
働
者
の
代
表
と
な
る
者
の
選
出
方
法
で
す
。

こ
の
選
出
方
法
で
、
大
手
居
酒
屋
チ
ェ
ー
ン
の
ワ
タ
ミ
が
適
正
手

続
き
を
経
て
な
い
と
し
て
是
正
勧
告
を
受
け
て
い
ま
す
（こ
の
事
件

の
問
題
の
本
質
は
別
に
あ
り
ま
す
）。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
「労
働
者

代
表
は
挙
手
で
選
出
し
た
」旨
を
労
使
協
定
書
に
記
載
し
て
い
た
の

で
す
が
、
実
際
は
店
長
が
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
指
名
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、
無
効
と
さ
れ
た
判
例
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

ト
ー
コ
ロ
事
件
（
最
高
裁
二
小

最
二
小

Ｈ
１
３.

６.

２
２
）

親
睦
会
代
表
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
時
間
外
協
定
は
無
効
で
あ

り
、
残
業
命
令
に
従
う
義
務
は
な
い
と
し
て
、
残
業
拒
否
を
理
由
と

す
る
解
雇
は
無
効
で
あ
る
。

ワ
タ
ミ
の
事
件
を
受
け
て
厚
生
労
働
省
で
は
、
今
年
６
月
に
注
意

喚
起
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
概
説
し
ま
す
。

●
労
働
者
代
表
の
要
件

労
働
基
準
法
第
４
１
第
２
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
者
の
地
位

に
あ
る
者
で
な
い
こ
と

「解

説
」

管
理
監
督
者
と
は
、
一
般
的
に
は
部
長
、
工
場
長
な
ど
、
労
働
条

件
の
決
定
そ
の
他
労
務
管
理
に
つ
い
て
経
営
者
と
一
体
的
な
立
場
に

あ
る
者
を
指
し
ま
す
。
過
半
数
代
表
者
の
選
出
に
当
た
っ
て
は
、
管

理
監
督
者
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
は
避
け
た
方
が
よ
い
と

解
説
し
て
い
ま
す
。
現
実
問
題
と
し
て
中
小
企
業
に
お
い
て
、
第
４

１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
よ
う
な
管
理
監
督
者
は
殆
ど
存
在
し
な

い
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
実
務
的
に
は
、
時
間
外
労
働
を
命
じ
る

立
場
の
方
は
避
け
た
方
が
無
難
だ
と
考
え
ま
す
。

●
適
正
手
続
き

３
６
協
定
等
を
締
結
す
る
た
め
の
過
半
数
代
表
者
を
選
出
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
投
票
、
挙
手
な
ど
に
よ
り
選
出
す

る
こ
と
。

「解

説
」

①
選
出
手
続
き
は
、
投
票
、
挙
手
の
他
に
、
労
働
者
の
話
し
合
い
や

持
ち
回
り
決
議
な
ど
で
も
構
い
ま
せ
ん
が
、
労
働
者
の
過
半
数
が
そ

の
者
の
選
任
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
民
主
的
な
手
続

き
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
選
出
に
当
た
っ
て
は
、

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
め
た
す
べ
て
の
労
働
者
が
手
続
き
に

参
加
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

②
会
社
の
代
表
者
が
特
定
の
労
働
者
を
指
名
す
る
な
ど
、
使
用
者

の
意
向
に
よ
っ
て
過
半
数
代
表
者
が
選
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
３
６

協
定
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

③
社
員
親
睦
会
の
幹
事
な
ど
を
自
動
的
に
過
半
数
代
表
者
に
し
た

場
合
、
そ
の
者
は
３
６
協
定
を
締
結
す
る
た
め
に
選
出
さ
れ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
協
定
は
無
効
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
改
め
て

３
６
協
定
の
締
結
当
事
者
と
な
る
こ
と
の
信
任
を
得
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

●
留
意
点

労
使
協
定
の
効
果
が
無
効
に
な
っ
た
場
合
は
、
各
種
労
働
基
準
法

違
反
の
状
態
に
な
り
ま
す
の
で
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
労
使
協
定

こ
の
協
定
が
無
効
に
な
れ
ば
、
労
働
時
間
の
原
則
で
あ
る
、
１
日
８

時
間
、
１
週
４
０
時
間
を
超
え
た
労
働
は
時
間
外
労
働
扱
い
と
な
り

ま
す
。
結
果
的
に
、
時
間
外
労
働
の
未
払
い
の
状
態
に
な
り
得
ま
す
。

多
く
の
中
小
企
業
に
お
い
て
は
週
４
０
時
間
の
対
応
で
１
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制
度
を
採
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
十
分
留
意
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
時
間
外
労
働
・休
日
労
働
に
関
す
る
労
使
協
定
（３
６
協
定
）

労
働
基
準
法
の
原
則
は
、
「１
週
４
０
時
間
、
１
日
８
時
間
（法
定
労

働
時
間
）」を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
と
、
労
働
基
準
法
違
反
と
な
っ

て
、
６
ヶ
月
以
下
の
懲
役
又
は
３
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
３
６
協
定
を
締
結
・届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
記
の
罰
則
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
定
労
働
時
間

を
超
え
る
時
間
外
労
働
、
法
定
休
日
労
働
が
発
生
し
な
い
会
社
は

３
６
協
定
の
締
結
・届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
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URL
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もし、スペースが許されるなら

イラストを挿入して頂けますか？

労働者と経営者そして書面などがあ

ればgoodです。

調印式のイメージでしょうか


